
「岩倉市子ども・子育て支援事業計画」変更内容一覧 

 

 

変更の内容 経緯・理由 
該当 

ページ 

【４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込と確保

方策 

（７）放課後児童健全育成事業】 

 令和６年度の「平日」及び「平日、夏休み等」の量

の見込みに合わせて確保目標量を変更する。 

 

【４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込と確

保方策 

（７）放課後児童健全育成事業】 

 当初計画の見込みより、利用ニーズが多く、利用

定員と実際の利用数に乖離があったため、計画にお

ける確保目標量を変更するもの。 

定員を 460 人から 500 人に変更する。 
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